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○建設省の通達に準ずる。 
  
 ・「用地地域等の決定と建築行政について」（昭和４７年１０月２５日住街発８０号） 
 ・「用地地域及び特別用地地区に関する都市計画の決定・運用等について」（平成５年６月２５日都計発９２号） 
 ・「用地地域に関する都市計画の決定・運用等について」（平成５年６月２５日都計発９３号） 
 ・「自動車車庫に係る建築基準法第４８条第１項から３項までの規定に基づく許可の運用について」 
  （平成２年１１月２５日住街発１４７号） 
 ・「自動車修理工場に係る建築基準法第４８条第５項から７項までの規定に基づく許可の運用について」 
  （平成５年６月２５日住街発９５号） 
 ・「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」（平成５年６月２５日住街発９４号） 

 
 
 
 

※ 原則として公聴会が必要。 
※ 建築審査会の同意が必要。 
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